
 

                         事 務 連 絡 

                              令和２年５月２７日 

 各 都 道 府 県 総 務 部 （ 局 ）  
 （安全衛生担当課、市町村担当課、区政課扱い） 
 各都道府県人事委員会事務局  
 各 指 定 都 市 総 務 局 
 （ 安 全 衛 生 担 当 課 扱 い ）  
 各指定都市人事委員会事務局  

                       総務省自治行政局公務員部 

                       安 全 厚 生 推 進 室 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく 

健康診断の実施等に係る対応について（一部改正） 

 

標記の件について、令和２年３月５日付事務連絡、同年３月 13日付事務連絡及び同年４

月 28日付事務連絡（以下「改正前通知」という。）において周知したところですが、今回、

別添のとおり令和２年５月 26日付基発 0526第７号（以下「厚労省通知」という。）により、

新型コロナウイルス感染症の感染の状況や「健康診断実施時における新型コロナウイルス

感染症対策について」（公益社団法人全国労働衛生団体連合会等）が策定されたこと等の状

況を踏まえ、取扱いの改正がなされましたので周知いたします。 

具体的には、改正前通知の「１（１）一般健康診断の実施に係る対応について」及び「１

（２）特殊健康診断の実施に係る対応について」における「健康診断の実施時期を延期した

もの」に係る取扱いとして、いずれも「できるだけ早期に実施することとし、令和２年 10

月末までの実施を原則とすること。なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情によ

り、やむを得ず 10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計

画を立て、それに基づき実施する必要があること。また、健康診断を実施する際には、いわ

ゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する

必要があることについて、併せて周知すること。」を追加する改正が行われていることにご

留意ください。 

つきましては、各都道府県総務部（局）におかれましては、貴都道府県内の市区町村及び

一部事務組合等に対し、この旨周知いただきますようお願いいたします。 

なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区町

村に対しても、本事務連絡についての情報提供を行っていることを申し添えます。 

 

 安全厚生推進室安全厚生係 

（担当：森谷、井伊） 

ＴＥＬ：03-5253-5560（直通） 

ＦＡＸ：03-5253-5561 

御中 



 

 
 

基発０３０３第１号 

令和２年３月３日  

改 正  基発０３１１第３号 

令和２年３月１１日 

改 正  基発０４２１第２号 

令和２年４月２１日 

改 正  基発０５２６第７号 

令和２年５月２６日 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく 

健康診断の実施等に係る対応について 

 

 

標記について、新型コロナウイルス感染症の感染の状況や「健康診断実施時にお

ける新型コロナウイルス感染症対策について」（公益社団法人全国労働衛生団体連

合会等）（別添１）が策定されたこと等の状況を踏まえ、令和２年３月３日付け基発

0303 第１号（以下「通達」という。）を以下のとおり改正するので、都道府県労働

局及び労働基準監督署においては事業場への周知等について適切に対応されたい。

なお、本通達の内容については、健康診断制度を所管する関係部局との連名通知（別

添２）においても同様の記載がされていることを申し添える。 

 

 

記 

 

 

１  事業場における健康診断の実施に係る対応について 

（１）一般健康診断の実施に係る対応について 

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 66条第１

項を根拠とする労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号）第 43 条、第



 

 
 

44条、第 45条、第 45 条の２及び第 47条の規定に基づく健康診断の実施につ

いて、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施することが

求められるものであるが、引き続き、令和２年６月末までに実施することが求

められるものについては、実施時期を延期して差し支えないこととする。 

健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施する

こととし、令和２年 10月末までの実施を原則とすること。 

なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず 10月

末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、

それに基づき実施する必要があること。 

また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感

染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があることにつ

いて、併せて周知すること。 

 

（２）特殊健康診断の実施に係る対応について 

法第 66条第２項を根拠とする有機溶剤中毒予防規則（昭和 47年労働省令第

36号）第 29条、鉛中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 37号）第 53条、四ア

ルキル鉛中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 38号）第 22条、特定化学物質障

害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号）第 39条及び第 41条の２、高気圧作

業安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 40号）第 38条、電離放射線障害防止規

則（昭和 47年労働省令第 41号）第 56条及び第 56条の２、石綿障害予防規則

（平成 17 年厚生労働省令第 21 号）第 40 条並びに東日本大震災により生じた

放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射

線障害防止規則（平成 23年厚生労働省令第 152号）第 20条の規定に基づく健

康診断、法第 66条第３項を根拠とする労働安全衛生規則第 48条の規定に基づ

く歯科医師による健康診断並びにじん肺法（昭和 35年法律第 30号）第７条か

ら第９条の２までの規定に基づくじん肺健康診断の実施については、一定の有

害業務に従事する労働者を対象として、がんその他の重度の健康障害の早期発

見等を目的として行うものであるため、実施することが必要であるが、新型コ

ロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、健康診断実施機関において、健

康診断の会場の換気の徹底、これらの健康診断の受診者又は実施者が触れる可

能性がある物品・機器等の消毒の実施、１回の健康診断実施人数の制限をする

等により、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた上で実

施する必要があること。 

ただし、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難であ

る場合には、引き続き、令和２年６月末までに実施することが求められるもの

については、上記の健康診断の実施時期を延期して差し支えないこととする。 

健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施する



 

 
 

こととし、令和２年 10月末までの実施を原則とすること。 

なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず 10月

末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、

それに基づき実施する必要があること。 

また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感

染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があることにつ

いて、併せて周知すること。 

 

 

２ 安全委員会等の開催に係る対応について 

法第 17 条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開

催頻度等について、令和２年６月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差

し支えないこととする。 
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「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について」新旧対照表 

 
新 旧 

基発０３０３第１号 

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ 日 

改 正  基発０３１１第３号 

令和２年３月１１日 

改 正  基発０４２１第２号 

令和２年４月２１日 

改 正  基発０５２６第７号 

令和２年５月２６日 

 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に 

基づく健康診断の実施等に係る対応について 

 

 

標記について、新型コロナウイルス感染症の感染の状況や「健康診断実施

時における新型コロナウイルス感染症対策について」（公益社団法人全国労

働衛生団体連合会等）（別添１）が策定されたこと等の状況を踏まえ、令和

２年３月３日付け基発 0303第１号（以下「通達」という。）を以下のとおり

基発０３０３第１号 

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ 日 

改 正  基発０３１１第３号 

令和２年３月１１日 

改 正  基発０４２１第２号 

令和２年４月２１日 

 

 

 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

 

厚生労働省労働基準局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に 

基づく健康診断の実施等に係る対応について 

 

 

標記について、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている

等の状況を踏まえ、令和２年３月３日付け基発 0303 第１号（以下「通達」

という。）を以下のとおり改正するので、都道府県労働局及び労働基準監督

署においては事業場への周知等について適切に対応されたい。 
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新 旧 

改正するので、都道府県労働局及び労働基準監督署においては事業場への周

知等について適切に対応されたい。なお、本通達の内容については、健康診

断制度を所管する関係部局との連名通知（別添２）においても同様の記載が

されていることを申し添える。 

 

 

記 

 

 

１  事業場における健康診断の実施に係る対応について 

（１）一般健康診断の実施に係る対応について 

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 66

条第１項を根拠とする労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号）

第 43 条、第 44 条、第 45 条、第 45 条の２及び第 47 条の規定に基づく

健康診断の実施について、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機

関において実施することが求められるものであるが、引き続き、令和２

年６月末までに実施することが求められるものについては、実施時期を

延期して差し支えないこととする。 

健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実

施することとし、令和２年 10月末までの実施を原則とすること。 

なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得

ず 10 月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できる

よう計画を立て、それに基づき実施する必要があること。 

また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十

分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要が

あることについて、併せて周知すること。 

 

（２）特殊健康診断の実施に係る対応について 

法第 66条第２項を根拠とする有機溶剤中毒予防規則（昭和 47年労働

 

 

 

 

 

 

記 

 

 

１  事業場における健康診断の実施に係る対応について 

（１）一般健康診断の実施に係る対応について 

労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。）第 66

条第１項を根拠とする労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号）

第 43 条、第 44条、第 45条、第 45 条の２及び第 47 条の規定に基づく

健康診断の実施について、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確

認されている等の状況を踏まえ、令和２年６月末までの間、実施時期を

延期して差し支えないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）特殊健康診断の実施に係る対応について 

法第 66条第２項を根拠とする有機溶剤中毒予防規則（昭和 47年労働
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新 旧 

省令第 36号）第 29条、鉛中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 37号）

第 53 条、四アルキル鉛中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 38 号）第

22 条、特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号）第 39

条及び第 41 条の２、高気圧作業安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 40

号）第 38 条、電離放射線障害防止規則（昭和 47 年労働省令第 41 号）

第 56 条及び第 56 条の２、石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令

第 21号）第 40条並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚

染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規

則（平成 23 年厚生労働省令第 152 号）第 20 条の規定に基づく健康診

断、法第 66条第３項を根拠とする労働安全衛生規則第 48条の規定に基

づく歯科医師による健康診断並びにじん肺法（昭和 35年法律第 30号）

第７条から第９条の２までの規定に基づくじん肺健康診断の実施につ

いては、一定の有害業務に従事する労働者を対象として、がんその他の

重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、実施す

ることが必要であるが、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点

から、健康診断実施機関において、健康診断の会場の換気の徹底、これ

らの健康診断の受診者又は実施者が触れる可能性がある物品・機器等の

消毒の実施、１回の健康診断実施人数の制限をする等により、いわゆる

“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた上で実施する必要が

あること。 

ただし、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困

難である場合には、引き続き、令和２年６月末までに実施することが求

められるものについては、上記の健康診断の実施時期を延期して差し支

えないこととする。 

健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実

施することとし、令和２年 10月末までの実施を原則とすること。 

なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得

ず 10 月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できる

よう計画を立て、それに基づき実施する必要があること。 

省令第 36号）第 29条、鉛中毒予防規則（昭和 47年労働省令第 37号）

第 53 条、四アルキル鉛中毒予防規則（昭和 47 年労働省令第 38 号）第

22 条、特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号）第 39

条及び第 41条の２、高気圧作業安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 40

号）第 38 条、電離放射線障害防止規則（昭和 47 年労働省令第 41 号）

第 56 条及び第 56 条の２、石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令

第 21号）第 40条並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚

染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規

則（平成 23 年厚生労働省令第 152 号）第 20 条の規定に基づく健康診

断、法第 66条第３項を根拠とする労働安全衛生規則第 48条の規定に基

づく歯科医師による健康診断並びにじん肺法（昭和 35年法律第 30号）

第７条から第９条の２までの規定に基づくじん肺健康診断の実施につ

いては、一定の有害業務に従事する労働者を対象として、がんその他の

重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、実施す

ることが必要であるが、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点

から、健康診断実施機関において、健康診断の会場の換気の徹底、これ

らの健康診断の受診者又は実施者が触れる可能性がある物品・機器等の

消毒の実施、１回の健康診断実施人数の制限をする等により、いわゆる

“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた上で実施する必要が

あること。 

ただし、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等

の状況を踏まえ、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実

施が困難である場合には、令和２年６月末までの間、上記の健康診断の

実施時期を延期して差し支えないこととする。 
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新 旧 

また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十

分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要が

あることについて、併せて周知すること。 

 

２ 安全委員会等の開催に係る対応について 

法第 17 条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員

会の開催頻度等について、令和２年６月末までの間、弾力的な運用を図る

こととして差し支えないこととする。 

 

 

 

 

 

２ 安全委員会等の開催に係る対応について 

法第 17 条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員

会の開催頻度等について、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認

されている等の状況を踏まえ、令和２年６月末までの間、弾力的な運用を

図ることとして差し支えないこととする。 
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令和 2 年 5 月 1 日 
改正 令和 2 年 5 月 14 日 

 
健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について 

 
（一社）日本総合健診医学会   
（公社）日本人間ドック学会   
（公財）結核予防会       
（公社）全国労働衛生団体連合会 
（公財）日本対がん協会     
（公社）全日本病院協会     
（一社）日本病院会       
（公財）予防医学事業中央会   

 
私たちの提供する健康診断（以下「健診」という。）においては、新型コロナウイルス感

染症に対する感染防止対策を徹底するため、厚生労働省ほか関係省庁の通知、関連学会の見

解等を踏まえ、健診実施機関として適切な感染症対策を行い、受診環境を確保します。 
 なお、本対策は対策制定時の知見を踏まえて作成したものであり、新たな知見等が得られ

た場合、改訂されるものです。 
 
 
Ⅰ 健診実施機関の対応 
○ 基本姿勢 

新型コロナウイルス感染症対策としていわゆる「3 密」（密閉・密集・密接）を避け

ることとされています。健診施設は、3 つの密のそれぞれを可能な限り回避することに

より、受診環境の確保に努めます。 
 
○ 健診施設の受診環境の確保 
・受診者、健診施設職員（以下「職員」という。）相互の安全確保のため、健診の遂行

上、特に必要のある場合を除き、健診会場ではマスク（サージカルマスク、布マスク

等）着用を原則とします。 
・マスク不足が深刻な折、受診者のマスクは原則として受診者に用意してもらいます。

マスク着用がない場合は健診を受診できません。万一、マスクがない場合は健診施設

にご相談ください。 
・健診受付後、速やかに問診、体温測定を行い、受診者の健康状態を確認します。 
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・発熱があるなど健診受診者として不適当と判断した場合は、受診者に説明した上で、

後日、体調が回復してからの受診とします。 
・「密集・密接」を避けるため、受診者間の距離を確保するとともに、健診に要する時

間を可能な限り短縮します。 
・受診者と職員が対面で話す際は、適切な距離を確保するよう配慮をします。 
・室内の換気は、1 時間に 2 回以上定期的に窓やドアを開けるなどして行います（ただ

し、機械式換気装置が稼働し、十分な換気量が確保されている場合は除きます。）。 
・受診者の「密集」を避けるため、1 日の予約者数、予約時間等を調整します。 
・職員は、アルコ－ル消毒液等により入念に手指の消毒を励行します。 
・ロッカールーム、トイレ、ドアノブ、階段手摺、エレベータ呼びボタン、エレベータ

内部のボタン等受診者が触れる箇所を、定期的にアルコール消毒液又は次亜塩素酸ナ

トリウム消毒液により清拭し環境衛生に努めます。 
 
○ 健診施設職員が感染源とならないための配慮 
・職員は毎朝出勤前に体温測定し、発熱等の症状を認めるときには職場に電話連絡し、

医療機関を受診します。管理者は、毎朝職員の体温測定結果と体調を確認・記録し、

異常を認めた場合は出勤を停止します。 
・過去に発熱が認められた場合、解熱後 24 時間以上が経過し、呼吸器症状等が改善傾

向となるまでは出勤を停止します。（インフルエンザ等の発熱の原因が診断された場

合は、各疾患の規定に従います。）このような状況が解消した場合であっても、管理

者は引き続き当該職員の健康状態に留意します。 
・すべての職員はマスクを着用するとともに、手洗い又はアルコール消毒液等による手

指消毒を徹底して行います。 
・職員休憩室やロッカー室の什器等においても定期的な消毒を行い、職員間で感染が起

こらないように努めます。 
・職員に新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、管理者は保健所等の指示に基づ

き、直ちに万全の対応を行います。 
・新型コロナウイルス感染症に罹患し、治療した職員は、保健所等の指導に基づき、出

勤を再開します。 
 
○ 緊急時の対応 
・胸部エックス線検査で新型コロナウイルス肺炎を疑う所見が認められた場合は、直ち

に当該受診者に説明し、その後の健診を中止します。 
・当該受診者の移動経路について接触部位の消毒を直ちに行い、関与した職員の接触状

況を調査します。 
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・当該受診者と接触した可能性のある職員は一旦、自宅待機措置とし、当該受診者が新

型コロナウイルス肺炎の可能性が低いと判断された場合は復職し、新型コロナウイル

ス感染症と確認された場合は、保健所等の指示に基づき対応します。 
 
○ 健康診断項目ごとの留意事項 
① 問診、診察、説明、保健指導 
・診察の前後で必ずアルコール消毒液等で手指消毒を励行します。 
・聴診器、接触式体温計、診察室の什器等について、受診者毎にアルコール消毒液又は

次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭します。 
・結果説明、保健指導等の実施に当たっては適切な距離を確保する、あるいはパーティ

ションを設けるよう配慮します。また、説明資料等を工夫するなどし、結果説明、保

健指導の効率化を図ります。 
② 身体計測、生理機能検査 
・身体計測、生理機能検査に使用する機器で受診者の手や顔等が触れる部分については、

使用ごとにアルコール消毒液で清拭します。 
③ X 線撮影 
・受診者が触れる箇所を検査毎にアルコール消毒液又は次亜塩素酸ナトリウム消毒液で

清拭します。 
④ 内視鏡検査 
・日本消化器内視鏡学会の指針を尊重し、実施する場合には感染予防策を徹底します。 

⑤ その他の生体検査機器 
  ・受診者の体が触れる部分は、受診者毎にアルコール消毒液又は次亜塩素酸ナトリウム

消毒液で清拭します。 
 
○ 巡回型健診 
・巡回型健診においては、施設健診における対応と同等の受診環境を整えます。  
・当該事業場の組織単位ごとに受診時間を分散する等の方法を工夫します。また 受診

者間の距離を保ち、換気可能な検査スペースを確保出来るよう協力を事業者等に要請

します。 
・健診車両においては、一度に乗車する人数を適正な数にし、十分な換気を行います。 

 
 
Ⅱ 受診者にお願いする事項 
○ 事前に受診者へ通知する事項 
・新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当分の間、次の方は、受診をお断りして
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いますので、体調が回復してから受診してください。

 いわゆる風邪症状が持続している方

 発熱（平熱より高い体温、あるいは体温が 37.5℃以上を目安とする。）、咳、呼吸

困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁、鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気、嘔吐、

味覚障害、嗅覚障害などの症状のある方

 過去 2 週間以内に発熱（平熱より高い体温、あるいは体温が 37.5℃以上を目安と

する。）のあった方

 2 週間以内に、法務省・厚生労働省が定める諸外国への渡航歴がある方（およびそ

れらの方と家庭や 職場内等で接触歴がある方）

 2 週間以内に、新型コロナウイルスの患者やその疑いがある患者（同居者・職場内

での発熱含む）と の接触歴がある方

 新型コロナウイルスの患者に濃厚接触の可能性があり、待機期間内（自主待機も含

む）の方

・上記症状が続く場合、あるいは基礎疾患（持病）の症状に変化がある方は医療機関に

ご相談ください。

・新型コロナウイルスに感染すると悪化しやすい高齢者、糖尿病・心不全・呼吸器疾患

の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

には、受診延期も考慮していただきます。

○ 受診に際して、受診者にお願いする事項

・健診中は各自マスクを着用していただきます。

・マスク不足が深刻な折、マスクは受診者ご自身で用意してください。万一、マスクが

ない場合は健診施設にご相談ください。

・入口等にアルコール消毒液を用意しますので、受診者には健診施設への入館（室）時

と退館（室）時のほか、健診中も適宜手指消毒をお願いします。アルコールを使えな

い方には、界面活性剤配合のハンドソープ等により手洗いをお願いします。

・健診中は換気を定期的に行うため、外気温が低い季節では室温が下がるため、カーデ

ィガン等羽織るものを事前に手元にご用意ください。

・受付時間を守り、密集・密接を防ぐことにご協力をお願いします。

・健診施設入口等で、非接触型体温計等で体温を実測することがありますのでご協力を

お願いします。

〈別添２　省略〉
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